
札幌国際芸術祭公式ウェブサイト制作業務 提案説明書 

 

１ 業務名 

  札幌国際芸術祭公式ウェブサイト制作業務 

 

２ 業務の概要 

⑴  業務の目的 

札幌国際芸術祭実行委員会（以下「委託者」という。）は、札幌国際芸術祭（以下

「SIAF」という。）に関する継続的な情報発信やイベントの開催等を通じ、市民を中心

に芸術祭への興味・関心を喚起し、SIAF2027（2027 年１月～2月開催予定）の来場者

増加と盛り上がりを促すことを目指し、SIAF 公式ウェブサイト（以下「公式ウェブサ

イト」という。）の制作を行うこととしている。 

これまで、SIAF の情報発信は、日常的な活動を紹介する「ポータルサイト」と、３

年に一度開催される芸術祭の「特設サイト」の２つに分けて運用してきたところだが、

本業務では、これら２つのウェブサイトの機能を統合し、一貫した情報提供を行う公

式ウェブサイトの構築・運用を行うものである。 

SIAF の日常的な活動から本祭までの流れを分かりやすく伝え、SIAF2027 開幕まで

の期待感を醸成するとともに、利用者が必要な情報へ円滑にアクセスできる仕組みを

整えることを目的とする。 

⑵  業務履行期間（予定） 

   契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

※ 当初契約期間は令和８年３月 31 日までとする。令和８年４月１日以降については、令 

和８年度予算の議決等、諸条件を満たした場合に契約を行う。 

⑶  予算規模 

令和９年３月 31 日までの２か年合計 

6,050,000 円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

※ 企画提案に当たっての規模を示すものであり、上記金額をもって契約することを保証 

するものではない。また、実際の業務内容に合わせて、令和７年度分と令和８年度分に 

分けて契約する。 

 

３ 業務内容      

  別紙１（仕様書）のとおり 

  ただし、仕様書の内容は現時点における予定であり、現在検討中の企画も多く未確定

要素のあるイベントであることから、柔軟性をもって臨機応変に対応すること。なお、

契約に当たっては、提案内容や協議を踏まえ、令和７年度分と令和８年度分の業務内容

を決定する。 

 

４ 企画提案を求める項目 

別紙１（仕様書）を参考に下記の項目について提案すること。提案に当たっては企画



内容を評価しやすいよう具体的にわかりやすく記載すること。 

⑴ 事業実施体制及び実績 

  ア 事業実施体制（体制図、統括責任者、業務従事予定者一覧） 

  イ 実績（過去の類似業務の実績、業務従事者の知見、専門性等） 

⑵ 業務実施概要案 

ア 公式ウェブサイトのコンセプト 

イ 公式ウェブサイトのサイトマップ、ワイヤーフレーム 

以下をふまえ、仕様書４－(1)に示す掲載必須の要素を盛り込んだ構成、ワイヤ

ーフレームを提案すること。 

・階層は２層程度を目安とするが、情報にスムーズにたどり着くことが可能な場合

はこの限りではない。 

・公式ウェブサイトから発信する情報は、時期により優先度が変動するため、その

優先度の変化に応じて柔軟に対応できるよう配慮すること。 

・過去の SIAF に関係するウェブサイトに捉われる必要はないものとする。 

ウ 公式ウェブサイトのイメージ画 

SIAF2027 のアートディレクションは、（仮称）SIAF2027 アートディレクターを含

めて協議のうえ決定する予定である。したがって、提案時点では仕様書４－(1)のコ

を参考に、トップページ及びその他のページ（アーティスト、会場ページなど想像

しやすいもの）の仮定のデザイン案を作成の上、イメージ画を提案すること。 

  エ 更新作業の効率化 

委託者が専門的な知識がなくとも更新・公開できるよう工夫を行うこと。また、

同一の情報が複数のページで統一的に反映される仕組みを提案し、委託者の作業効

率化を図ること。 

オ 全体スケジュール 

    以下の日程を踏まえ、２か年分の実施スケジュールを提案すること。 

・2025 年 11 月中 公式ウェブサイト公開 

※ トップページ、SIAF の基本情報ページ、SIAF2027 開催概要、その他コンテンツペー

ジ（３ページ程度）を公開 

・公開後随時  公式ウェブサイトに情報を追加し公開する 

・2027 年１月 SIAF2027 開幕 

・2027 年２月 SIAF2027 閉幕 

※ 閉幕後は SIAF2027 に関する情報をまとめたページを作成すること。必要な情報のみ

残し、不要な情報は各ページから削除すること。 

  カ 業務実施概要提案にあたっての注意点 

(ｱ) 別紙１（仕様書）に示す掲載必須項目以外のコンテンツの提案も可能とする。 

ただし、メンテナンスや更新が必要な場合の費用も含め上記の予算規模内で実施 

可能な内容とすること。 

(ｲ) SIAF2027 開幕までに随時公開するページは、原則として取材等は行わず、委託 

者が提供する素材を用いて委託者及び受託者が CMS での作成・公開を行うことを 

想定するが、html 等での制作がふさわしいコンテンツ（ページ）があれば、提案 



に含めること。 

⑶ 積算 

上記(2)のオで示すスケジュールに合わせ、上記(2)のア－カの提案及び、別紙１

（仕様書）をふまえた年度ごとに必要な一切の経費について積算すること。 

また、基本的な保守・運用に必要な費用も含めること（サーバーの保守管理に関

する費用は除く）。 

 

５ 参加資格 

⑴ 法人又は団体であること。 

⑵ 本業務の目的を円滑かつ効率的に遂行し、委託者と円滑に協議ができる体制の事務 

所を有していること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこ 

と。 

⑷ 企画提案書の提出期限において、札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年 

４月 26 日付け財政局理事決裁）に基づく参加停止の措置を受けている期間中ではな 

いこと。 

⑸ 法人税、消費税、地方消費税、札幌市税等、納付すべき税金を滞納していないこと。 

⑹ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続きを行っている者又は、手続 

開始の申立てがなされている等、経営状態が著しく不健全なものではないこと。 

ただし、更生計画認可決定又は、再生計画認可決定がなされている場合は、この限 

りではない。 

⑺ 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者ではないこと。 

⑻ 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 役員等（参加資格の申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人である

場合にはその役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者、申請者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。）が

暴力団員（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第２号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であると認められる者 

イ 暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第１号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

認められる者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められる者 

カ 不渡手形又は不渡小切手を発行して、銀行当座取引を停止された者で、２年を経

過しない者 

⑼ 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員 



単独での入札参加を希望していないこと。 

⑽ 過去に同様の業務における請負等の実績がある者 

⑾ 直前１期の決算（当該期の会計期間が 12 月に満たない場合は直前２期の決算）に 

おける製造、販売、請負等の実績高がある者 

  

６ 提出書類及び留意事項 

⑴  提出書類 

提出書類 部数 提出期限 

参加意向申出書（様式１） 

≪添付書類≫ 

※札幌市競争入札参加資格者名簿登録者の場合 

・登記事項証明書等の会社概要がわかる書類 

※札幌市競争入札参加資格者名簿未登録者の場合 

 ・登記事項証明書 

 ・貸借対照表、損益計算書（直近１年分） 

 ・納税証明書（市区町村税及び消費税） 

 ・誓約書 

１部 ５月 27 日（火） 

15 時必着 

企画提案者概要 （様式２） １部 ６月３日（火） 

15 時必着 企画提案書提出届（様式３） １部 

事業実施体制及び過去の業務実績（任意様式） １部 

企画提案書（任意様式、Ａ４縦横不問、両面印刷） 

・業務実施概要案、全体スケジュールを含めること。 

１部 

見積書（任意様式） １部 

上記の PDF データ １部 

⑵ 企画提案書の作成に係る留意事項 

ア 提出できる企画は、１提案者につき１案までとする。（複数案の提案は認めない） 

イ 企画内容は、提案者が確実に実現できる範囲で記載すること。企画提案書に記載 

した内容は、提案金額の中で実施できるものとみなす。 

ウ 見積書については、本企画提案並びに別紙１（仕様書）に基づく今年度の業務の

費用、及び次年度に予定する業務について作成すること。予算規模については２(3)

のとおり。なお、当該見積額は、企画書が選定された事業者との契約額を確定する

ものではない。 

エ 誤字等を除き、応募書類等提出後の内容変更および追加は原則として認めない。 

 

７ スケジュール、提案書等の提出方法等 

⑴  全体日程 

公募開始          令和７年 ５月 ９日（金） 

 質問書の提出期限      令和７年 ５月 23 日（金）17 時締切 

質問書への回答（予定）   令和７年 ５月 29 日（木）までに順次回答 

参加意向申出書等の提出期限 令和７年 ５月 27 日（火）15 時必着 



企画提案書等の提出期限   令和７年 ６月 ３日（火）15 時必着 

審査（プレゼンテーション） 令和７年 ６月 16 日（月）【予定】 

   契約            令和７年 ６月下旬【予定】 

※ 企画提案者が６者以上となった場合書類審査を行い、令和７年６月 10 日【予

定】までに書類審査の結果をメールで通知する。 

⑵ 提出方法及び提出先 

本企画競争に参加を希望する者は、上記⑴の提出期限までに、提出先に持参又は郵 

送（書留郵便、レターパック等配達状況を確認できるものに限る。）により提出する 

とともに、メールで電子データを送信すること（質問書を除く）。 

提出先 

   〒060-0001  

札幌市中央区北 1条西 2丁目札幌時計台ビル 10 階  

札幌国際芸術祭実行委員会事務局 担当：阿部島、椛澤 

e-mail：info@siaf.jp 

⑶ 質問及び質問の回答 

ア 質問がある場合は、上記⑴の提出期限までに「質問書（様式４）」を書類等提出先

に電子メールにて提出すること。件名は「（質問）SIAF 公式ウェブサイト制作業務」

とすること。 

イ 電話又は口頭による質問は原則として受け付けない。 

ウ 質問に対する回答は、質問者名を伏せて現在の札幌国際芸術祭公式ウェブサイト 

（http://siaf.jp/）にて公開することとし、個別の回答は行わない。 

⑷ その他留意事項 

ア 申込書類の作成・提出にかかる費用は申込者の負担とする。 

イ 提出された企画提案書等は返却しない。 

ウ 書類等に虚偽があった場合は失格とする。 

エ 申込後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出すること。 

 

８ 審査方法 

⑴ 参加意向申出書等に基づき、参加資格の有無の審査を行い、提案者に結果を通知す 

る。 

⑵ 参加資格のある者について、「札幌国際芸術祭公式ウェブサイト制作業務に係る企 

画競争実施委員会」（以下、「委員会」という。）がプレゼンテーション審査を行う。 

企画提案者が６者以上となった場合、プレゼンテーション審査の前に書類審査を実施 

し、点数の高い５者を書類審査通過者として扱う。 

プレゼンテーション審査は以下のとおり行うものとする。 

ア 書類審査の結果は、確定後速やかに企画提案者全員にメールで通知する。 

イ プレゼンテーション審査の開催場所、時間は審査対象となる企画提案者にメー 

ルで通知する。 

ウ プレゼンテーション審査の参加人数は、提案者につき３名以内とする。 

エ プレゼンテーション審査では、提案者が 15 分以内でプレゼンテーションを行 



い、その後、委員会委員との質疑応答（10 分程度）を行う。 

⑶ 対面での審査が困難である場合は、オンライン会議システムを使用することとす 

る。 

 

９ 審査基準 

⑴  審査基準は以下のとおりとし、総合的に判断する。 

審査項目 評価の主な着眼点 配点 

実施体制及び過

去の実績 

柔軟性をもって確実かつ円滑に業務を遂行できる実

施体制となっているか。 

スタッフが十分な知識、技術を有していると推定でき

るか。 

15 

本業務に有効に活用できる実績を有しているか。 10 

提案内容 

本業務の目的を十分に理解したうえでコンセプトを

設定しているか。 
15 

利用者の視点に立った操作しやすい構成、ページ遷移

の動線となっているか。 
15 

わかりやすく見やすいデザイン案となっているか。 10 

具体的かつ実現可能な提案内容となっているか。 10 

委託者による更新のしやすさに配慮した内容となっ

ているか。 
5 

提案者のノウハウや知識・経験を活かした創意工夫が

見られ、効果が見込める提案内容となっているか。 
15 

積算 予算の配分が適切であるか。 5 

合計  100 

 

⑵ 出席委員全員の満点の合計の６割を最低基準点とし、審査の結果、提案者全員が最 

低基準点以上の点数を得られなかった場合は、契約候補者の選定は行わない。 

⑶ 提案者が１者のみの場合は、プレゼンテーション審査を実施し、最低基準点を超え 

る場合は当該提案者を契約候補者とする。 

⑷ 委員会による採点が同点の場合には、委員会での協議により契約候補者を選考する。 

⑸ プレゼンテーション審査において最も点数の高い者を契約候補者、二番目に点数の 

高い者を次点の候補者として選定する。 

 

10 審査結果について 

プレゼンテーション審査の結果については、審査の参加者に対し書面により通知する。 

 

11 企画提案書等の取扱い 

⑴ 採択された企画案について、提案者は、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 

条から第 28 条までに規定する権利（以下「著作権」という。）を委託者に無償で譲渡 

するものとする。なお、不採択となった企画案の著作権はそれぞれの提案者に帰属す 



る。 

⑵ 提出された企画提案書等の書類は、委託者が本件の選定の公表等に必要となった場 

合、提案者の了承なく無償で使用できるものとする。 

⑶ 提案者は、委託者に対し、提案者が企画提案を創作したこと及び提案に際し第三者 

の著作権、著作者人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権を侵害 

するものではないことを保証するものとする。 

⑷ 企画提案の活用に当たり、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、 

提案者が自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ委託者に何らか 

の損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 

⑸ 提出された企画提案書等の書類は、札幌市情報公開条例（平成 11 年条例第 41 号） 

に定めるところにより、公開される場合がある。 

⑹ 必要な範囲において、複製することがある。 

 

12 契約 

⑴ 本業務の業務内容は、企画提案を素案とし、委託者と協議の上、決定する（提案内 

容がそのまま契約内容となるものではない）。 

⑵ 契約は、選考された者（契約候補者）と委託者の間で契約内容の詳細を交渉のうえ、 

予算額の範囲内で締結する。 

⑶ 契約候補者との協議が不調に終わった場合は、次点の者と交渉する。 

⑷ 契約候補者が契約に至るまでの間に、会社更生法・民事再生法・破産法のいずれか 

の適用があった場合、経営状態が著しく不健全であると認められる場合、札幌市 

が入札の参加停止を行うような事態が発生した場合等は、契約を締結しないことがあ 

る。 

 

13 参加資格の喪失 

  企画提案者が参加資格を有することを確認したときから審査が確定するまで(契約候

補者にあっては契約を締結するまで)の間に、次のいずれかに該当したときは、提出さ

れた企画提案に関する評価は行わず、又は、契約候補者としての選定を取り消すことと

なる。 

⑴ 参加資格を満たしていないことが判明し、又は、満たさないこととなったとき。 

⑵ 提案書類に重大な不備や虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

⑵  不正な利益を図る目的で委員会の委員等と接触し、又は、利害関係を有するこ 

ととなったとき。 

 

14 失格事項 

以下のいずれかに該当した者は失格とする。 

⑴ 提出書類の提出期間、提出場所、提出方法、記載方法等が、本提案説明書及び各 

様式にて定めた内容に適合しなかった者 

⑵ 審査の公平性を害する行為をおこなった者 

⑶ 本提案説明書等に定める手続き、方法等を順守しない者 



⑷ その他、委員会において不適切と認められた者 

 

15 参加資格等についての申立て 

本企画競争において参加資格を満たさない又は満たさないこととなった等の通知を

受けた日の翌日から起算して10 日（札幌市の休日を定める条例（平成２年条例第23

号）で規定する休日を除く。）以内にその理由等について書面により求めることがで

きる。 

 

16 評価についての申立て 

企画提案者は自らの評価に疑義があるときは、選定結果に係る通知を受けた日の翌日

から起算して３日（札幌市の休日を定める条例 （平成２年条例第 23 号） で規定する

休日を除く。）以内に、自らの評価について書面により疑義の申し立てを行うことがで

きる。 

 

17 その他 

⑴ 手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 

⑵ プレゼンテーション審査参加に係る経費については、提案者の負担とする。 

⑶ 委託者から受領した資料は、委託者の了解なく公表又は使用することはできない。 

⑷ 受託者が当業務実績を自社広報物等にて公表するときは事前に委託者へ連絡する 

こと。 

 

18 問合せ先 

  札幌国際芸術祭実行委員会事務局（担当：阿部島、椛澤） 

  〒060-0001 札幌市中央区北 1条西 2丁目札幌時計台ビル 10 階  

  対応時間 平日９時～17 時 

電話：011-211-2314 e-mail：info@siaf.jp 


